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●銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関す
る事項（単体）（第10条第4項第7号）

イ．貸借対照表計上額、時価および次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額
出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等

（単位：百万円）
平成27年3月31日

貸借対照表計上額 時価
上場している出資等または株式等エクス
ポージャーの貸借対照表計上額 6,597
上場に該当しない出資等または株式等エ
クスポージャーの貸借対照表計上額 2,384

合 計 8,982
（単位：百万円）

平成28年3月31日
貸借対照表計上額 時価

上場している出資等または株式等エクス
ポージャーの貸借対照表計上額 6,191
上場に該当しない出資等または株式等エ
クスポージャーの貸借対照表計上額 2,064

合 計 8,256

子会社・関連会社株式の貸借対照表計上額等
（単位：百万円）

平成27年3月31日 平成28年3月31日
子会社・子法人等 1,942 1,975
関連法人等 ― ―

合 計 1,942 1,975

ロ．出資等または株式等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額
銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャー

（単位：百万円）
平成26年度 平成27年度

売却損益額 156 △91
償却額 7 10

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

平成27年3月31日 平成28年3月31日
貸借対照表で認識さ
れ、かつ、損益計算
書で認識されない評
価損益の額 1,630 1,194

ニ．貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額
該当ありません。

●銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用し
た金利ショックに対する損益または経済価値の増減額（第10条
第4項第9号、第12条第4項第10号）

（単位：百万円）
対象 平成27年3月31日 平成28年3月31日

預貸金等 1,241 2,048
円貨債券 6,178 2,536
外貨債券 2,926 2,170

計測手法：VaR（Value at Risk）
算出条件：信頼区間99％、保有期間1年、観測期間5年
注：連結ベースでは計測を行っていないため、単体の値となっておりま
す。

■ 役員報酬等に関する開示事項
（注）銀行法施行規則第19条の2第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関す

る事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与
えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件（以下「報酬告
示」という。）に基づいて記載しております。

１．当行(グループ)の対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備
状況に関する事項

（1）「対象役職員」の範囲
　開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」および「対象
従業員等」（合わせて「対象役職員」）の範囲については、以下のとおりで
あります。

①「対象役員」の範囲
　対象役員は、当行(グループ)の取締役および監査役であります。なお、
社外役員(社外取締役および社外監査役)を除いております。

②「対象従業員等」の範囲
　当行(グループ)では、対象役員以外の当行(グループ)の役員および従業員
ならびに主要な連結子法人等の役職員のうち、「高額の報酬等を受ける者」
で当行(グループ)およびその主要な連結子法人等の業務の運営または財産
の状況に重要な影響を与える者等を「対象従業員等」として、開示の対象
としております。
　なお、当行(グループ)の対象役員以外の役員および従業員ならびに主要
な連結子法人等の役職員で、対象従業員等に該当する者はおりません。

（ア）「主要な連結子法人等」の範囲
　主要な連結子法人等とは、当行(グループ)経営に重要な影響を与える
連結子法人等であり、具体的には以下の7社です。

名 称
1 りゅうぎんビジネスサービス株式会社
2 りゅうぎんオフィスサービス株式会社
3 株式会社りゅうぎん総合研究所
4 株式会社りゅうぎんディーシー
5 りゅうぎん保証株式会社
6 株式会社ＯＣＳ
7 株式会社琉球リース

（イ）「高額の報酬等を受ける者」の範囲
　「高額の報酬等を受ける者」とは、当行(グループ)の有価証券報告書
記載の「役員区分ごとの報酬の総額」を同記載の「対象となる役員の員
数」により除すことで算出される「対象役員の平均報酬額」以上の報酬
等を受ける者を指します。

（ウ）「当行(グループ)の業務の運営または財産の状況に重要な影響を与えるもの」の範囲
　「当行(グループ)の業務の運営または財産の状況に重要な影響を与え
るもの」とは、その者が通常行う取引や管理する事項が、当行(グルー
プ)、主要な連結子法人等の業務の運営に相当程度の影響を与え、または
取引等に損失が発生することにより財産の状況に重要な影響を与える者
であります。

（2）対象役職員の報酬等の決定について
「対象役員」の報酬等の決定について
　当行(グループ)では、株主総会において役員報酬の総額（上限額）を決
定しております。株主総会で決議された取締役の報酬の個人別の分配につ
いては、取締役会に一任されております。また、監査役の報酬の個人別の
分配については、監査役の協議に一任されております。

（3）報酬委員会等の構成員に対して支払われた報酬額等の総額および報酬委員
会等の会議の開催回数

開催回数（平成27年4月～平成28年3月）
取締役会（琉球銀行） 1回

（注）報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当
する部分のみを切り離して算出することができないため、報酬等の総
額は記載しておりません。

　
２．当行(グループ)の対象役職員の報酬等の体系の設計および運用

の適切性の評価に関する事項
（1）報酬等に関する方針について

「対象役員」の報酬等に関する方針
　当行(グループ)の取締役及び監査役の報酬額は、株主総会において決議
された役員報酬限度額の範囲内で、取締役会及び監査役会にて決定してお
ります。取締役の基本報酬については、取締役としての職務内容や業務実
績等を勘案したうえで、取締役の職位に応じた一定額を支給しております。
また、取締役への支給時期、配分等については、取締役会の協議に基づき
決定しております。監査役の基本報酬については、常勤監査役と社外監査
役の区分に応じ、それぞれ基本報酬として一定額を支給しております。ま
た、監査役への支給時期、配分等は監査役の協議に基づき決定しておりま
す。
　取締役及び監査役の報酬額とは別枠で取締役、監査役に対する株式報酬
型ストックオプションとして、新株予約権を割当しております。報酬額と
しては、株主総会で決議された範囲内で決定しております。取締役への新
株予約権の配分は取締役会の協議に基づき決定し、監査役への新株予約権
の配分につきましては、監査役の協議に基づき決定しております。

３．当行(グループ)の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整
合性ならびに報酬等と業績の連動に関する事項
　対象役員の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員全体の報酬総額が
決議され、決定される仕組みになっております。
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